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特定都市河川流域における水災害対策の検討のため

『旧雄物川流域水害対策協議会』を開催します。

県では、先月８日に旧雄物川流域６河川を「特定都市河川」に、その流

域を「特定都市河川流域」に指定し、今後、関係者が連携し、流域内の総

合的な水災害対策に係る計画を策定することにしています。

このため、計画策定に必要となる連絡調整等を行うため「旧雄物川流域

水害対策協議会」を設立し、第１回協議会を次のとおり開催します。

※ 特定都市河川：旧雄物川、旭川、太平川、猿田川、草生津川、新城川

１ 開催日時

令和６年１２月２３日（月） １４：３０～

２ 開催場所

秋田地方総合庁舎 ６Ｆ ６０５会議室

３ 協議会の内容（予定）

・ 協議会の設立について

・ 流域水害対策計画の策定について ほか

４ 取材

会場準備等のため、取材を希望される方は、別紙申込書に記入の上、

メールまたはＦＡＸにて、令和６年１２月２０日（金）１２時まで

ご連絡をお願いします。


